
激
育
の
指

金開
成

所
を

學
校
と
爲

す畠
平
校
を

學
校
と
爲

す大
學

本
校

駄蝋繍術
し
む

昭
和
十
一
一
年
十
二
月
九
日
未
明
、
王
政
復
古
七
十
周
年
記
念
の
日
を
以
て
、
本
項
を
草
し
創
む
。
維
新
の
皇
謨
は
朕
政
の
一
新
を

要
し
、
廉
政
の
一
新
は
文
運
の
伸
展
に
基
く
こ
と
言
を
俟
尤
ぬ
。
明
治
天
皇
が
、
元
年
一
一
一
月
十
四
日
、
公
卿
諸
侯
等
を
率
ゐ
て
紫
哀

殿
に

出
御

、
天

榊
地

祇
に

誓
は

せ
ら

れ
た

る
後

、
之

を
群

臣
に

宣
ら

廿
給

へ
る

五
事

こ
そ

は
．

こ
れ

即
ち

新
政

の
大

綱
で

あ
る

と
共

に
ザ
教
育
の
指
針
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
是
に
於
て
か
明
治
政
府
は
Ｄ
元
年
十
一
月
を
以
て
、
東
京
一
橋
通
町
故
の
開
成
所
（
安

政
一
一
年
、
九
段
坂
下
に
創
建
、
同
三
年
、
蕃
書
取
調
所
と
改
稲
。
萬
延
元
年
、
小
川
町
に
、
文
久
一
一
一
年
、
更
に
一
橋
門
外
に
移
韓
、

洋
書

調
所

と
改

め
、

同
三

年
開

成
所

と
孵

す
。

）
を

學
校

と
爲

し
、

外
國

人
を

教
師

と
し

て
、

大
い

に
洋

學
を

皇
張

し
、

十
一

一
月

に

は
、
故
の
昌
平
校
を
學
校
と
爲
し
、
翌
年
六
月
、
之
を
大
學
校
と
改
め
、
十
二
月
、
更
に
之
を
大
學
本
校
と
爲
し
て
、
教
育
行
政
を

掌
ら

し
め

、
東

京
開

成
校

を
大

學
南

校
、

東
京

醤
學

校
（

安
政

年
間

、
佐

賀
藩

嘗
伊

東
玄

朴
等

の
創

立
。

後
之

を
官

に
納

め
、

文
久

元
年

、
西

洋
嘗

學
所

と
改

稲
。

後
更

に
馨

學
所

と
改

め
、

明
治

二
年

、
醤

學
校

と
孵

す
。

）
を

大
學

東
校

と
名

づ
け

、
大

學
本

校
を

し
℃

、
、

、
り

て
、
東
南
二
校
、
大
阪
理
學
所
、
大
阪
瞥
學
校
（
明
治
一
一
年
十
一
月
開
設
、
現
大
阪
譽
科
大
學
の
起
源
）
長
崎
廣
蓮
飴
（
文
久
一
一
一
年

第
一
章
九
州
に
於
け
る
最
高
學
府
第
五
高
等
中
學
校
の
創
立

一
正

第
一
篇

第
一

章
九

州
最

高
の

學
府

第
五

髙
等

中
學

校
の

創
設

第
一
節
本
校
設
立
前
に
於
け
る
明
治
時
代
の
敎
育



明
治
五
年

八
月
の
學

制
頒
布

鹸
校
と
南

散鯛省の

大
學
東
校

の
數
科
書

明
治
三
年

の
學
制
竝

に
大
學
規

’且 明
治
二
年

の
規
則

と
あ
り
、
そ
の
大
・
中
・
小
學
規
則
中
の
大
學
規
則
に
、
學
科
は
、
教
科
（
脚
教
學
・
修
身
學
）
、
法
科
（
國
法
・
民
法
・
商
法
刑

法
・
訴
訟
法
・
寓
國
公
法
・
利
用
厚
世
學
・
典
禮
學
・
施
政
學
・
國
勢
學
）
、
理
科
（
格
致
學
・
星
學
・
地
質
學
・
金
石
學
・
動
物

學
・
植
物
學
。
化
學
・
重
學
・
數
學
・
器
械
學
・
度
量
墨
・
築
造
學
）
、
瞥
科
・
文
科
（
紀
傳
學
・
文
章
學
・
性
理
學
）
に
分
ち
、

中
に
就
い
て
瞥
科
の
み
に
は
、
本
科
（
解
剖
學
・
原
生
學
・
原
病
學
・
薬
物
學
・
毒
物
學
・
欝
科
断
訟
法
・
病
屍
剖
験
學
・
内
科
・

外
科
及
雑
科
治
療
學
兼
攝
生
學
）
と
豫
科
（
數
學
・
度
量
・
格
致
學
。
化
學
・
鑛
土
植
物
學
）
と
を
設
け
て
ゐ
る
。

而
し
て
大
學
東
校
の
教
科
書
採
用
の
際
は
、
長
與
專
齋
氏
・
柏
村
盛
穗
氏
・
共
他
の
醤
者
は
、
燭
逸
學
を
主
張
し
、
幅
澤
諭
吉
氏

の
如
き
は
、
英
學
を
力
説
し
た
の
で
あ
る
が
、
結
局
、
薔
學
は
猫
、
海
軍
は
英
、
陸
軍
は
桃
と
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
又
、
同
三

年
七
月
に
は
、
諸
藩
に
命
じ
、
生
徒
を
簡
抜
し
て
犬
學
南
校
に
入
ら
し
め
、
之
を
貢
進
生
と
稲
し
、
且
、
大
蕊
本
校
を
閉
ぢ
て
、
暫

く
生
徒
を
教
養
す
る
こ
と
を
停
め
た
。

大
學
を
腰
し
て
文
部
省
を
置
倉
，
全
國
の
教
育
術
生
事
務
を
総
管
す
る
こ
と
夢
な
っ
た
の
は
、
賞
に
明
治
四
年
七
月
十
八
日
の
こ

と
で
あ
る
。
時
恰
も
腰
藩
置
縣
の
断
行
を
見
、
そ
の
結
果
、
藩
費
遊
畢
生
は
之
を
罷
め
し
め
、
八
回
に
は
、
大
學
東
南
枝
を
夫
々
軍

に
東
校
南
校
と
改
め
、
九
月
に
は
、
従
来
外
國
教
師
を
以
て
業
を
授
く
る
者
を
正
則
と
し
、
本
邦
教
師
を
以
て
す
る
者
を
鍵
則
と
す

る
の
敦
則
を
雁
し
て
、
悉
く
欧
米
の
成
規
に
墓
倣
し
て
、
必
ず
多
國
教
師
の
み
を
以
て
す
ら
の
制
と
篤
し
、
且
、
俊
秀
な
る
生
徒
を

選
抜
し
て
海
外
に
留
學
せ
し
め
、
只
管
泰
西
の
文
物
輸
入
に
是
れ
力
め
た
。

明
治
一
一
年
一
一
月
五
日
發
布
の
中
小
墨
規
則
や
、
同
年
三
月
一
一
十
一
一
一
日
の
布
告
等
は
暫
く
之
を
措
い
て
、
同
五
年
五
月
に
は
、
東
京

師
範
學
校
を
創
設
し
、
八
月
、
文
部
省
を
東
京
常
磐
橋
内
、
薑
小
笠
原
氏
邸
後
の
藤
堂
氏
の
居
所
に
遜
し
、
同
月
を
以
て
、
姑
て
學

第
一
章
九
州
に
於
け
る
最
高
學
府
第
五
高
等
中
學
校
の
創
立

一
七

と
明
示
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
同
一
一
一
年
二
月
の
學
制
に
は
、

篭
穀
ノ
下
大
學
一
所
ヲ
設
ヶ
府
藩
縣
各
中
小
ノ
學
ヲ
置
ク
皆
大
學
ヨ
リ
頒
ツ
ト
コ
ロ
ノ
規
則
ヲ
遵
守
シ
材
ヲ
青
シ
業
ヲ
廣
〆
國
家

ノ
川
一
一
供
ス
ル
ヲ
以
テ
務
ト
ス
而
シ
テ
大
學
ハ
人
文
ノ
淵
薮
才
徳
ノ
成
就
ス
ル
ト
コ
ロ
之
一
一
入
ラ
ン
ト
ス
ル
者
必
ス
先
シ
其
地
方

ノ
考
課
ヲ
歴
諸
學
漸
ク
熟
シ
テ
始
テ
篭
下
一
一
貢
進
ス
ル
ヲ
獲
ル
ナ
リ

節
一
蹴
九
州
に
於
け
る
最
高
學
府
第
五
高
等
中
學
校
の
創
立

一
一
ハ

、
、
、
Ｄ
、

長
崎
奉
行
の
創
立
。
初
は
長
崎
廣
蓮
館
と
稲
し
、
後
長
崎
廣
運
學
校
と
改
む
。
）
長
崎
嘗
學
枝
（
萬
延
元
年
、
幕
府
警
官
松
本
良
順
、

蘭
瞥
ボ
ン
．
へ
と
相
謀
っ
て
長
崎
養
生
所
を
創
設
。
文
久
元
年
、
ボ
ン
ベ
は
幕
府
の
許
可
を
得
て
、
之
に
瞥
學
所
を
併
置
す
。
明
治
元

、
Ｕ
⑰
ｐ
、
わ
り
Ｕ

年
、
政
府
に
牧
め
ら
れ
、
後
長
崎
府
に
蹄
し
、
同
四
年
、
再
び
文
部
省
の
所
管
と
な
る
、
本
校
醤
學
部
の
前
身
。
）
等
の
外
、
海
外
留

學
生
を
も
管
理
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。

明
治
二
年
六
月
十
五
日
制
定
の
規
則
に
は
、

（
前
略
）
其
要
ハ
則
チ
三
綱
五
常
其
事
ハ
則
チ
政
刑
教
化
共
詳
ナ
ル
ハ
則
チ
和
漢
西
洋
諸
書
ノ
載
ル
所
學
校
者
乃
チ
斯
道
ヲ
讃
シ

・
知
識
ヲ
廣
〆
才
穂
ヲ
成
シ
以
テ
天
下
國
家
一
一
賞
用
ヲ
秦
ス
ル
所
ノ
者
ナ
リ
蓋
榊
典
國
典
ノ
要
ハ
皇
道
ヲ
倉
ミ
國
艦
ヲ
辨
ス
ル
ー
ー
ア

リ
乃
チ
皇
國
ノ
側
的
學
者
ノ
先
務
ト
請
う
ベ
シ
漢
土
ノ
孝
悌
蕊
倫
ノ
教
治
國
平
天
下
ノ
道
西
洋
ノ
格
物
窮
理
開
化
日
新
ノ
學
亦
是

斯
道
ノ
在
ル
虚
學
校
ノ
宜
シ
ク
講
究
採
鐸
ス
ベ
キ
所
ナ
リ
且
兵
學
瞥
學
ノ
加
キ
國
ノ
興
敗
民
ノ
死
生
ノ
繋
ル
所
政
務
中
一
一
オ
イ
テ

尤
重
ズ
ベ
キ
事
一
一
シ
テ
外
國
ト
雌
モ
其
長
ズ
ル
所
〈
亦
皆
採
テ
以
我
國
ノ
有
ト
ス
ル
コ
ト
勿
論
而
已
如
此
ナ
レ
バ
奮
來
ノ
随
脊
ヲ

破
り
天
地
ノ
公
道
一
一
基
キ
智
識
ヲ
世
界
一
一
求
〆
大
一
一
皇
蕊
ヲ
振
起
ス
ル
御
誓
文
ノ
旨
趣
一
一
不
惇
是
乃
チ
大
學
校
ノ
規
模
ナ
リ
云

を
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略中程大

學學
敬の
則課

共謀小
の程｣學
學竝校
科'二の

被
仰
出
書

》
嘘

中
の

課
に

其
の
學
科

$

全
國
に
七
大
學
、
二
百
五
十
六
中
學
、
五
萬
一
一
一
千
七
百
六
十
小
學
校
を
置
か
ん
と
す
る
の
企
て
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
同
年
八
月
二

日
、
大
政
官
か
ら
發
布
さ
れ
た
布
告
第
二
百
十
四
躯
の
通
稲
「
被
仰
出
雲
Ｂ
、
即
ち
「
學
事
奨
勵
に
開
す
る
被
仰
出
書
」
を
案
ず
る

に
、
「
之
に
依
て
今
般
文
部
省
に
於
て
學
制
を
定
め
、
追
々
教
則
を
も
改
正
し
布
告
に
及
ぶ
べ
き
に
つ
き
自
今
以
後
、
｜
般
の
人
民

華
士
族
卒
農
工
商
及
婦
女
子
必
す
邑
に
不
學
の
戸
な
く
。
家
に
不
學
の
人
な
か
ら
し
め
ん
事
を
期
す
」
の
一
節
が
あ
る
。
以
て
そ
の

規
模
理
想
を
察
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
而
し
て
小
學
校
の
課
程
は
、
尋
常
小
學
・
女
兒
小
學
・
村
落
小
學
・
貧
人
小
學
。
私
塾
小
學
及

び
幼
稚
小
學
に
分
ち
、
尋
常
小
學
の
課
程
は
Ⅵ
男
女
と
も
に
上
下
一
一
等
と
爲
し
、
下
等
小
學
を
四
年
と
し
て
Ｙ
綴
字
・
軍
語
・
會
話

・
譲
本
・
修
身
・
國
髄
・
書
臓
。
文
法
・
算
術
・
養
生
法
・
地
學
大
意
・
窮
理
學
大
意
・
艦
操
・
唱
歌
を
授
け
、
上
等
小
學
も
亦
同

じ
く
四
年
と
し
て
、
以
上
の
外
に
、
史
學
大
意
・
幾
何
學
大
意
・
罫
霊
大
意
・
博
物
學
大
意
・
化
學
大
意
・
生
理
學
大
意
を
授
け
、

場
合
に
依
り
て
は
、
外
國
語
の
｜
一
一
若
く
は
記
簿
法
・
圖
簑
・
政
篭
大
意
等
を
授
く
る
こ
と
を
得
し
め
、
修
身
の
如
き
は
、
小
學
本

註
の
内
篇
、
讃
本
は
十
八
史
略
、
習
字
は
顔
眞
卿
の
如
き
も
の
を
も
、
随
意
に
選
ば
し
め
た
く
ら
ゐ
で
あ
る
。

而
し
て
中
學
校
も
亦
、
上
下
一
事
に
分
ら
、
尋
常
小
學
校
卒
業
後
、
十
四
歳
ま
で
の
者
を
下
等
中
學
校
に
入
ら
し
め
、
之
に
國
語

學
・
算
術
・
習
字
・
地
學
・
史
學
・
外
國
語
學
・
窮
理
學
・
圖
鑿
・
古
一
一
一
一
巨
學
・
幾
何
學
・
代
數
學
・
記
簿
法
・
博
物
學
。
化
學
。
修

身
學
・
生
理
學
・
国
鵠
學
、
政
鵬
大
意
・
國
勢
學
大
意
・
奏
楽
（
常
分
之
を
妖
く
）
の
十
二
科
目
を
課
し
、
十
七
歳
よ
り
十
九
歳
ま
で

の
者
を
上
等
中
學
校
に
入
ら
し
め
、
之
に
國
語
學
・
習
字
・
外
國
語
學
・
窮
理
學
・
罫
鍵
・
古
言
學
・
幾
何
學
・
代
数
學
。
記
簿

法
・
化
學
・
修
身
學
・
測
量
學
・
経
濟
學
・
重
學
大
意
・
動
物
學
・
植
物
學
。
地
質
學
・
鑑
山
學
・
性
理
學
大
意
・
暴
學
大
意
の
二

十
科
目
を
授
け
る
こ
と
と
し
⑪
大
學
は
高
尚
の
學
術
を
傳
へ
る
専
門
の
教
育
機
關
と
し
て
、
之
を
理
學
・
文
畢
・
法
學
及
び
醤
學
の

Ｐ
Ｄ

四
に
分
ち
、
卒
業
者
に
は
、
學
士
の
稲
號
を
與
へ
る
一
）
と
と
し
た
。
今
、
明
治
五
年
九
月
八
日
發
布
の
中
學
敦
則
略
を
示
せ
ば
、

制
を
全
國
に
頒
布
し
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
學
制
た
る
や
専
ら
佛
蘭
西
學
制
の
翻
諜
で
あ
っ
て
、
霞
一
的
謹
制
的
の
も
の
で

あ
っ
た
。
即
ち
、
全
國
を
八
大
學
厘
（
翌
年
七
月
、
七
大
學
匡
に
改
む
）
と
爲
し
て
、
在
來
府
縣
立
の
公
學
を
魔
し
⑪
東
校
を
第
一

大
學
匡
東
京
醤
學
校
（
明
治
九
年
十
一
月
、
本
郷
本
富
士
町
に
移
す
）
南
校
を
第
一
大
學
匡
東
京
第
一
番
中
學
、
蕾
の
開
成
所
た
る

洋
學
所
を
第
一
一
番
中
學
校
、
大
阪
開
成
所
を
第
四
大
學
厘
大
阪
第
一
番
中
學
（
明
治
六
年
四
月
ｐ
大
阪
開
明
學
校
と
改
稲
）
大
阪
醤

乃
、
や
、
刀
、
、
ｂ
Ｕ
ｐ
Ｔ
℃
，
、
、
Ｄ
■
、

學
校
を
第
四
厘
大
阪
薔
學
校
（
九
月
之
を
陵
す
）
長
崎
廣
運
飴
を
第
六
大
學
厘
長
崎
第
一
番
中
學
（
明
治
六
年
五
月
、
長
崎
贋
運
學

▽
、 P１F ■P■ＬⅡ

隼
一
章
九
州
に
於
け
る
妓
高
學
府
第
五
高
等
中
學
校
の
創
立

第
一
章
九
州
に
於
け
る
最
高
學
府
弟
五
高
等
中
學
校
の
創
立

一一Ｉ殉二 国璽騨目遷塑国巴灘
課 僻 制 學

第
一
番
中
學
（
明
治
六
年
五
月
、
長
崎
贋
邇
學

℃
刀
⑪
、
、
Ｄ
Ｐ
、
⑰
ｂ
■
、
、

核
と
改
辮
）
⑰
長
崎
醤
學
校
を
第
一
ハ
大
學
医
長
崎

、
ｂ
、

嘗
學
枝
と
夫
均
改
孵
し
た
る
が
如
き
、
そ
の
一

斑
で
あ
る
。

明
治
六
年
四
月
、
政
府
は
八
大
學
厘
竝
に
大

學
本
部
を
改
め
、
東
京
府
・
愛
知
縣
・
大
阪
府

、
ｐ
、

・
魔
島
縣
・
長
崎
縣
・
新
潟
縣
・
宮
城
縣
を
、
夫

を
第
一
。
第
一
一
・
第
三
・
第
四
。
第
五
・
第
六

、
Ｄ
Ｔ
、
、
▽
Ⅵ

・
第
七
の
大
學
匡
大
學
本
部
と
爲
し
、
各
大
畢

医
を
一
一
一
十
二
中
學
匡
に
、
谷
中
學
Ｅ
を
二
百
十

小
學
屋
に
分
ち
、
中
學
匡
は
、
人
口
約
十
三
萬

を
標
準
と
し
て
一
中
學
校
を
、
小
學
匡
は
、
人

口
約
六
百
を
目
標
と
し
て
一
小
學
校
を
建
て
、

ロ
■
０

八

一
九

’'１
０１

１，

'１
１口

』；
lii
U、Ｄ

ｌｉＲ

ｌ。
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外
國
教
師

に
て
教
授

す
る
中
學

教
則
竝
に

教
科
書

一
級
ヲ
以
テ
六
箇
月
ノ
課
ト
ス
故
一
一
生
徒
在
學
上
下
通
シ
テ
六
年
ト
ス

稽
古
時
間
〈
大
約
一
週
中
一
一
一
一
一
十
字
乃
至
一
一
十
五
字
ト
ス

生
徒
〈
小
學
卒
業
ノ
モ
ノ
十
四
歳
ヨ
リ
之
一
一
入
り
十
九
歳
一
一
一
ナ
卒
業
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

｜
一
級
卒
業
試
験
ヲ
經
一
テ
上
級
一
一
進
ム
上
級
一
一
入
ル
ト
キ
〈
先
下
級
ノ
業
ヲ
温
習
セ
シ
ム

●

下
級
第
一
級
一
一
鎧
ミ
其
卒
業
ノ
ト
キ
ハ
前
六
級
ノ
業
ヲ
温
七
シ
メ
而
シ
テ
之
ヲ
上
級
二
進
ム

上
等
第
一
級
卒
業
ス
ル
モ
亦
邇
シ
デ
前
六
級
ノ
業
ヲ
温
七
シ
メ
試
験
ヲ
經
テ
大
學
二
進
ム

試
験
落
第
ノ
モ
ノ
ハ
猫
第
一
級
一
一
在
テ
温
習
シ
六
箇
月
後
ノ
試
験
ヲ
侍
テ
而
後
大
學
二
進
ム

℃
、
、
、

右
の
教
則
略
は
、
明
治
六
年
に
改
正
せ
ら
れ
、
稽
古
時
間
は
、
一
週
四
日
中
に
一
一
十
四
時
乃
至
一
一
十
時
と
な
っ
た
が
、
こ
の
上
等

■
、
、
、
，
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
じ
じ
Ｕ
ひ
、
、
、
Ｕ

中
學
校
こ
そ
、
高
等
學
校
制
度
の
先
駆
を
爲
せ
る
も
の
で
あ
る
。
且
、
明
治
五
年
十
月
十
一
一
日
．
「
外
國
教
師
ニ
テ
教
授
ス
ル
中
學

教
則
」
を
定
め
、
英
・
佛
・
稠
語
の
中
何
れ
か
一
を
以
て
中
學
の
課
程
を
了
へ
し
め
る
こ
と
と
し
た
が
、
教
科
書
は
、
學
制
五

十
年
史
に
撮
れ
ば
、
ハ
ー
レ
ン
氏
版
士
一
段
習
字
本
又
は
南
校
版
習
字
本
、
ウ
エ
ー
プ
ス
ト
ル
氏
綴
字
書
、
サ
ン
デ
ル
氏
ユ
ニ
オ
ン

第
一
章
九
州
に
於
け
る
最
高
學
府
第
五
高
等
中
學
校
の
創
立

一
一
一

啄
艘
大
意
一
噸
勢
鱒
一
生
理
學
｜
博
物
園

胆
邑
閉

劉
字
曹
傭

第
一
章
九
州
に
於
け
る
最
高
學
府
第
五
高
等
中
學
校
の
創
立

筆
霞
緯
一
〔
一
霞
一
塁
『
熱
一
篭
饗
一
篭
蕊
一
蕊
一
一
蕊

画
雷

露
蕊
蕊
讓

窪
密
【
鼠

扉
勺
厩
百
露

鰹
（
尉
脚
麺

圃
智

月
曜 §
；
日

徴
一
四
級

主
主
匿
守
上
八
凸
庖

金
玉
辱
釧

凹
塾
←
卜
云

ヨ
『
司
Ｈ
昼

一

一

○事
大
意

！
政
艘
大
意

Ⅱ｜
Ⅲ

’
’
一

源
￣

修
身
學
同
上

同
上
經
濟
學

同
上

錘
濟
學

修
身
學

大生
理

意學

同

上

同
上

星
學
大
意

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

生
理
學

同
上
化
學
同
上

化
學

同
上

窮
理
學
同
上

同
上
同
上

同
上
同
上

修

身

學

同

上

一
重
學
大
意

測

量

學

同

上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上
同
上
同
上
同
上
同
上
代
数
學

同

上

同
上
同
上

同
上
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東
京
大
學

竝
嵯
同
溌

備
門

噸鰄鵡校

新
教
育
令

の
發
布

外
國
語
學

校
の
創
立

自
由
民
権

の
思
想

第
一
章
九
州
に
於
け
る
最
高
學
府
第
五
高
等
中
學
校
の
創
立

一一一一

第
一
讃
本
、
ペ
ル
リ
ン
ジ
氏
會
詩
篇
、
ク
エ
ッ
ヶ
ン
ポ
ス
氏
小
文
共
、
デ
ー
ビ
ス
氏
算
術
雲
員
（
以
上
英
語
の
豫
科
）
、
サ
ン
デ
ル
氏
読

本
、
デ
ー
ピ
ス
氏
代
数
書
、
パ
ー
レ
ー
氏
萬
國
史
（
以
上
下
等
中
學
）
、
ク
エ
ッ
ヶ
ン
ポ
ス
氏
文
典
、
・
コ
ー
ル
ド
ス
ミ
ス
氏
地
理
書
、

ウ
ィ
ル
ソ
ン
氏
寓
國
史
、
デ
ー
ピ
ス
氏
幾
何
學
書
、
デ
ー
ピ
ス
氏
代
數
書
、
ウ
オ
ル
セ
ン
氏
器
械
書
、
ヘ
ー
プ
ン
氏
修
身
學
、
ホ
ー

エ
ド
氏
理
論
書
、
ウ
エ
ー
ラ
ン
ド
氏
經
濟
書
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
氏
人
種
學
、
テ
ン
ネ
ー
氏
動
物
學
、
ク
エ
ッ
ケ
ン
ポ
ス
氏
物
理
書
、
バ

ー
カ
氏
化
學
書
、
ラ
ム
セ
ー
氏
鑛
山
學
、
グ
レ
ー
氏
植
物
學
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
氏
地
鵠
創
造
學
、
セ
ン
ト
ジ
ョ
ン
氏
地
質
學
、
第
六
世

キ
ン
グ
ェ
ド
ワ
ル
ド
羅
典
文
典
等
で
宛
然
今
日
の
七
年
伽
高
等
學
校
の
如
き
観
が
あ
る
の
で
あ
る
・

此
の
如
く
専
ら
外
國
語
を
主
と
す
る
教
育
時
代
で
あ
っ
た
の
で
、
明
治
六
年
三
月
に
は
、
愛
知
・
廣
島
・
宮
城
に
官
立
の
外
國
語

り
ｐ
、
、
、
、

學
校
を
創
立
し
、
同
年
四
月
に
は
、
前
記
の
大
阪
開
明
學
校
及
び
長
崎
廣
運
學
校
を
、
外
國
語
學
校
に
改
め
、
七
年
四
月
十
八
日
を

以
て
、
校
名
も
夫
々
大
阪
外
國
語
學
校
・
長
崎
外
國
語
學
校
と
改
め
、
同
六
年
五
月
に
は
、
東
京
に
も
外
國
語
學
校
を
設
け
、
絃
に

、
、

全
國
七
外
國
語
畢
校
が
揃
っ
た
の
で
あ
る
が
、
更
に
七
年
一
一
月
、
愛
知
・
廣
島
・
長
崎
・
新
潟
に
師
範
學
校
を
設
け
、
同
十
一
一
月
に

は
、
東
京
外
國
語
學
校
よ
り
英
語
科
を
分
離
し
て
、
之
を
東
京
英
語
學
校
と
樗
し
、
愛
知
以
下
の
六
外
國
語
學
校
は
、
何
れ
も
英
語

學
校
に
改
め
ら
れ
、
九
年
四
月
に
は
、
中
學
教
員
養
成
の
目
的
を
以
て
中
等
師
範
科
を
置
き
、
十
年
一
一
月
に
は
、
愛
知
・
廣
島
・
長

崎
・
新
潟
。
宮
城
の
五
英
語
學
校
を
庭
し
、
同
四
月
に
は
、
東
京
開
成
學
校
及
び
東
京
警
學
校
を
合
併
し
て
、
之
を
東
京
大
學
と
名

づ
け
、
法
・
理
・
警
・
文
の
四
學
部
を
置
き
、
教
員
を
教
授
助
教
竝
に
員
外
教
授
と
爲
し
、
警
學
部
の
蔦
に
は
、
五
箇
年
の
豫
科
を

置
き
、
（
十
五
年
五
月
第
五
等
を
腰
し
、
六
月
之
を
全
庭
し
て
豫
備
門
中
に
編
入
す
。
）
其
他
の
一
一
一
學
部
の
爲
に
は
、
東
京
英
語
畢
校
を

、
Ｄ
Ｂ

東
京
大
學
豫
備
門
と
改
め
、
教
員
を
訓
導
助
訓
と
爲
し
、
十
一
年
十
月
、
鵠
操
傳
習
所
を
東
京
に
建
て
、
十
一
一
年
四
月
に
は
、
大
阪

英
語
學
校
を
大
阪
専
門
學
校
と
改
め
、
理
・
蟹
の
一
一
學
科
を
置
く
な
ど
、
幾
多
の
鑓
遥
が
あ
っ
た
の
は
、
響
画
時
の
世
相
を
物
語
る
も

の
で
あ
ら
う
。
而
し
て
右
の
大
阪
専
門
學
校
は
、
十
一
一
一
年
、
大
阪
中
學
校
と
改
め
、
十
八
年
七
月
、
犬
學
分
校
と
欝
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
外
各
種
の
官
私
立
専
門
學
校
も
あ
っ
た
が
、
直
接
の
關
係
が
な
い
の
で
之
を
省
く
。

而
し
て
従
前
の
學
問
と
云
へ
ば
、
士
族
以
上
の
男
子
の
専
有
た
る
の
観
が
あ
っ
た
の
で
、
官
吏
は
率
先
し
て
勧
學
に
力
め
た
の
で

あ
る
が
、
誓
一
掻
制
主
義
と
、
國
民
生
赫
の
不
便
と
に
依
っ
て
、
改
革
の
氣
蓮
も
漸
く
熟
し
て
来
た
の
で
、
士
一
年
九
月
、
従
来
の

學
制
を
腰
し
て
、
新
に
教
育
令
四
十
七
催
を
發
布
し
た
。
然
る
に
、
そ
の
自
由
主
義
の
精
榊
は
、
時
の
文
部
卿
河
野
敏
鎌
氏
の
教
育

令
改
正
案
上
奏
文
に
、
「
蓋
シ
此
改
正
一
一
懲
り
醤
法
ノ
尤
雑
ヲ
菱
リ
、
過
度
ノ
制
度
ヲ
除
ク
ニ
念
一
一
シ
テ
、
其
勢
ノ
及
プ
所
、
往
々
放

任
ス
可
カ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ヲ
放
任
ス
ル
ニ
玉
し
り
、
云
々
」
で
動
も
す
れ
ば
世
人
の
曲
解
と
弊
風
と
を
衝
し
た
の
で
、
明
年
、
更
に

改
正
教
育
令
な
る
も
の
が
發
布
せ
ら
れ
、
大
い
に
學
校
の
建
歴
、
就
學
の
督
責
、
教
育
の
實
效
と
に
干
與
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ

是
よ
り
先
、
明
治
七
年
一
月
十
八
日
に
は
、
板
垣
退
助
氏
等
に
依
っ
て
、
民
選
議
院
設
立
の
建
白
書
が
提
出
せ
ら
れ
、
爾
来
政
界

は
、
國
會
開
設
、
自
由
民
樅
の
主
張
等
の
篤
に
、
國
論
沸
騰
し
、
士
一
年
に
は
、
植
木
枝
盛
氏
の
民
樅
自
由
論
、
翌
年
に
は
、
山
本

憲
氏
の
糠
慨
憂
國
論
等
が
出
版
せ
ら
れ
、
十
四
年
に
は
、
へ
丁
の
西
園
寺
公
を
肚
長
と
す
る
東
洋
白
山
新
聞
の
發
刊
を
見
、
十
五
年
に

は
、
中
江
篤
介
氏
等
の
雑
誌
政
班
叢
談
が
現
れ
、
具
同
氏
が
ル
ソ
ー
氏
約
論
の
抄
課
民
約
課
解
を
世
に
出
し
た
の
も
こ
の
頃
で
あ

る
・
教
育
界
も
亦
、
ス
ペ
ン
サ
ー
、
ペ
イ
ン
、
そ
の
他
英
國
の
自
由
敦
育
論
が
盛
に
唱
道
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
一
面
に
於
て
、

十
五
年
九
月
、
加
藤
弘
之
氏
が
、
人
樅
新
説
を
著
し
て
、
民
約
論
を
排
盤
し
、
當
時
の
論
壇
を
賑
し
た
こ
と
も
人
の
知
る
と
こ
ろ
で

第
一
章
九
州
に
於
け
る
最
高
學
府
第
五
高
等
中
學
校
の
創
立

一一一一一

ヱ
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彌
踊
遥
慰
蕊
蕊
欝
鶴
彌
勘
攪
鬮
：
…
欝
蝋
蕊
議
職
灘

・
・
ｊ
Ｊ
一
・
・
‐
Ｉ
・
・
し
。
Ｉ
。
．
凸
和
．
■
：
‐
・
ハ
ー
．
■

明
治
初
年

の
私
學

中
一
學
校
教

則
大
綱

教
育
倉
と

教
育
問
題

鹿
鳴
館
時

Ｂｆ 剛
騨
教
則

鰡
操
を
課
し
ひ
高
等
に
は
⑯
修
身
・
和
漢
文
・
英
語
・
記
簿
・
圖
書
及
唱
歌
・
鵠
操
・
三
角
法
・
金
石
。
本
邦
法
令
。
物
理
。
化
學

■
Ｄ
Ｐ
Ｐ
Ｐ
Ｄ
Ｐ
、
砂
、

を
課
し
、
と
も
に
一
年
一
一
一
十
一
一
週
以
上
と
し
て
、
初
等
は
毎
週
一
一
十
八
時
間
、
高
等
は
各
週
一
一
十
六
時
間
と
定
め
た
の
で
あ
る
。

但
、
土
地
の
事
情
に
従
っ
て
は
、
學
科
の
加
除
や
、
高
等
科
の
代
り
に
、
普
通
文
科
・
普
通
理
科
其
他
の
専
修
科
を
置
く
こ
と
を
も

認
め
、
こ
の
教
則
の
一
部
を
改
正
し
て
、
公
然
と
初
等
科
の
み
の
設
置
を
許
し
た
の
は
、
明
治
十
七
年
七
月
一
一
日
以
来
の
こ
と
で
あ

る
。
而
し
て
そ
の
目
的
中
に
、
忠
孝
蕊
倫
の
道
を
本
と
す
べ
き
旨
を
加
へ
た
の
は
、
時
弊
に
拘
泥
せ
ん
こ
と
を
憂
慮
し
た
爲
で
あ

り
、
教
員
の
中
少
く
も
一
一
一
人
は
、
中
學
師
範
科
若
く
は
大
學
の
卒
業
證
書
授
領
者
た
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
こ
と
も
、
注
意
す
べ
き

周
知
の
如
く
、
明
治
十
六
年
十
一
月
に
は
、
か
の
有
名
な
る
鹿
鳴
館
が
設
け
ら
れ
て
、
十
八
・
九
年
の
頃
は
、
所
謂
鹿
鳴
館
舞
踏

時
代
で
も
あ
り
、
又
一
面
に
、
明
治
十
八
年
、
幅
澤
諭
吉
氏
の
日
本
婦
人
論
、
十
九
年
、
外
山
正
一
氏
の
肚
會
改
良
と
耶
蘇
教
と
の

關
係
等
の
著
書
が
世
に
行
は
れ
て
、
婦
人
問
題
が
喧
し
く
な
り
、
女
子
師
範
に
於
て
も
、
洋
装
し
て
舞
踏
を
習
は
し
め
る
と
一
五
ふ
有

様
で
小
學
校
の
教
科
書
も
、
殆
ど
リ
ー
ダ
ー
の
翻
讓
ば
り
で
、
下
田
歌
子
編
纂
の
小
學
讃
本
は
、
國
家
主
義
の
も
の
で
異
彩
を
放

っ
て
ゐ
る
と
一
云
、
〈
森
文
相
の
評
が
あ
っ
た
く
ら
ゐ
で
あ
る
。

中
學
校
に
就
い
て
は
、
明
治
十
一
一
年
の
教
育
令
に
も
、
十
三
年
の
改
正
教
育
令
に
も
、
「
高
等
ナ
ル
普
通
學
科
ヲ
授
ク
ル
所
ト
ス
Ｌ

と
示
さ
れ
て
ゐ
る
の
み
で
あ
る
が
、
十
四
年
七
月
一
一
十
九
日
に
定
め
ら
れ
た
中
學
校
教
則
大
綱
に
は
、
そ
の
目
的
學
科
程
度
等
を
明

り
、
乃

乃
り
り
む
り
Ｕ
ｐ
⑪
℃
Ｕ
・

か
に
し
、
初
等
中
學
科
と
高
等
中
學
科
と
に
分
ち
、
初
等
の
年
限
を
四
年
、
高
等
の
そ
れ
を
一
一
年
と
し
、
初
等
に
は
、
修
身
・
和
漢

文
・
英
語
。
算
術
・
代
数
・
幾
何
・
地
理
・
歴
史
・
生
理
・
動
物
・
植
物
。
物
理
・
化
學
・
經
濟
・
記
簿
・
習
字
。
圖
誓
及
唱
歌
。

こ
と
の
一
つ
で
あ
ら
う
と
老
へ
る
Ｇ

次
に
、
明
治
初
年
の
私
學
と
し
て
は
、
中
す
ま
で
も
な
く
慶
應
義
塾
を
以
て
第
一
と
す
る
が
、
こ
こ
に
は
諸
藩
よ
り
の
留
學
生
も

多
く
、
地
學
初
歩
・
ピ
ネ
オ
の
文
典
・
コ
ロ
ネ
ル
の
地
理
書
・
ク
エ
ッ
ヶ
ン
ポ
ス
の
米
國
史
・
同
物
理
書
。
ギ
ゾ
ー
の
文
明
史
・
ウ

エ
ラ
ン
ド
の
經
濟
書
・
・
ハ
ー
レ
ー
の
萬
國
史
等
が
、
當
時
の
教
科
書
の
中
に
墨
げ
ら
れ
て
ゐ
ろ
。
而
し
て
前
述
の
師
範
學
校
設
立
に

際
し
て
そ
れ
等
の
創
設
の
重
任
に
賞
つ
に
、
新
潟
の
小
杉
値
太
郎
氏
、
愛
知
の
吉
川
泰
女
郎
氏
、
廣
島
の
久
保
田
讓
氏
は
、
何
れ

も
同
塾
の
出
身
者
で
あ
り
、
中
津
市
の
學
校
の
如
き
は
、
一
服
澤
氏
の
出
身
地
だ
け
あ
つ
く
成
年
に
は
英
書
を
総
か
せ
、
子
供
に
は

、
Ｄ
Ｐ
Ｔ
ｐ
■

翻
鐸
書
を
讃
ま
せ
た
と
い
ふ
｝
」
と
で
あ
る
。
其
の
外
熊
本
の
芹
學
校
も
亦
、
新
文
明
の
先
駆
を
爲
し
て
．
幾
多
の
人
材
を
輩
出
せ
し

め
た
こ
と
は
人
の
知
る
と
ほ
り
で
、
明
治
八
年
創
立
の
京
都
同
志
壮
英
學
校
嶢
更
め
て
記
す
ま
で
も
な
い
事
實
で
あ
る
。

且
叉
、
明
治
十
一
一
年
、
東
京
教
育
會
な
ろ
も
の
シ
設
立
を
見
、
教
育
問
題
の
演
説
討
論
や
雑
誌
の
刊
行
を
爲
し
、
學
脅
院
關
係
者

に
依
っ
て
起
さ
れ
た
所
の
。
東
京
教
育
協
會
が
あ
り
、
そ
れ
等
が
十
五
年
に
合
同
し
て
東
京
教
育
學
會
と
改
稲
し
、
西
村
貞
氏
を
衡
長

第
一
章
九
州
に
於
け
る
最
高
學
府
簾
至
同
等
中
學
校
の
創
立

一
一
五

年
に
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
、

第
一
章
九
州
に
於
け
る
最
高
學
府
第
五
高
等
中
學
校
の
創
立

一
一
四

あ
り
ｙ
明
治
十
四
年
十
月
十
一
一
日
に
は
、
明
治
二
十
一
一
一
年
を
期
し
て
國
會
を
開
設
す
べ
き
旨
の
大
詔
が
發
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
喋
為

す
る
ま
で
も
な
い
。

而
し
て
明
治
十
四
年
の
小
學
教
則
綱
領
を
以
て
、
小
學
校
は
初
等
科
四
年
、
中
等
科
一
一
年
、
高
等
科
一
一
年
の
三
等
に
分
ち
、
初
等

科
に
は
、
修
身
。
請
書
・
習
字
・
算
術
・
唱
歌
・
艦
操
を
、
中
等
科
に
は
、
そ
の
外
、
地
理
・
歴
史
・
圖
誓
・
博
物
・
物
理
を
課
し
、

女
子
の
蔦
に
は
、
特
に
裁
縫
を
加
へ
、
高
等
科
に
は
、
中
等
科
の
外
に
、
化
學
・
生
理
・
幾
何
・
經
濟
を
課
し
、
女
子
に
は
、
經
濟

の
代
り
に
家
事
經
濟
大
意
を
課
す
る
こ
と
と
し
た
が
、
十
九
年
四
月
の
小
學
校
令
に
依
っ
て
、
尋
常
小
學
校
四
年
、
高
等
小
學
校
四

教
員
の
中
少
く
も
三
人
は
、
十

の
一
つ
で
あ
ら
う
と
老
へ
る
。

溌
蝋
蝋
驚
蝋
蝋
徽
蝋
轍
鮒
臘
蝋
蝋
騨
鴬
欝
驚
繍
蕊



明
治
六
年

同
十
九
年

銚醐鮒縦
學
校
の
比

較 溌
備
門

生
徒
心
得

誓立灘
の備
建門
白軍

の
七
催
で
あ
る
が
、
是
は
後
述
の
如
く
、
高
等
中
學
校
の
生
活
に
極
め
て
密
接
な
る
關
係
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
参
考
の
爲
に
、
明
治
六
年
・
同
十
九
年
に
於
け
る
全
國
各
種
學
校
、
竝
に
同
十
九
年
に
於
け
る
第
五
厘
地
方
各
縣
尋
常
中

學
校
の
統
計
を
、
文
部
省
年
報
・
教
育
五
十
年
史
等
に
擦
っ
て
掲
げ
て
見
れ
ば
、

第
一
章
九
州
に
於
け
る
最
高
學
府
第
五
高
等
中
學
校
の
創
立

一一一ハ

と
し
て
、
會
務
の
擴
張
を
企
て
、
十
六
年
九
月
、
之
を
大
日
本
教
育
會
と
爲
し
て
⑪
辻
進
女
氏
を
會
長
に
推
し
、
宮
内
省
よ
り
も
御

下
賜
金
が
あ
り
、
有
栖
川
宮
殿
下
を
総
裁
に
戴
く
に
及
ん
で
、
盆
旦
發
展
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
十
八
・
九
年
に
亙
り
、

本
會
に
於
て
、
兒
童
に
鐘
を
持
た
し
む
る
の
可
否
を
問
題
と
し
て
討
論
攻
究
し
た
の
で
あ
る
が
．
金
銭
を
賎
し
む
と
い
ふ
武
士
的
教

育
な
る
も
の
が
、
經
濟
思
想
の
酒
養
上
、
不
都
合
を
來
す
も
の
と
爲
し
て
、
遂
に
之
を
可
と
す
る
に
決
定
せ
る
が
如
き
は
、
一
つ
の

注
目
に
値
す
る
動
向
と
申
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

Ｕ
Ｕ
Ｕ
ｂ
▽
Ｐ
Ｄ
ｐ
Ｄ
Ｐ
、
、
、
、
Ｄ
Ｂ
Ｐ
，
Ｕ
Ｕ
■
、
ｐ
、
ひ
⑰
⑪
や
℃
Ｕ
Ｕ
Ｕ
わ
り
Ｄ
ｐ
、
、
、
、
Ｕ
ｐ
▽
⑪
、

高
等
中
學
校
の
創
設
は
、
固
よ
り
明
治
十
九
年
の
一
」
と
で
は
あ
る
が
、
十
七
年
、
時
の
大
學
豫
備
門
長
杉
浦
童
剛
氏
は
、
東
京
大

、
、
、
Ｄ
Ｐ
、
、
Ｕ
Ｕ
Ｕ
ｂ
、
，
■
、
Ｕ
、
Ｄ
Ｐ
Ｄ
、
、
、
り
ゎ
Ｄ
ｐ
Ｕ
■
、
▽
ｐ
、
Ｔ
ｂ
Ｐ
ｂ
Ｕ
Ｕ
、
、
ｐ
、
ｂ
Ｄ
Ｕ
、

墨
よ
り
溌
備
門
を
分
離
し
て
、
之
を
高
等
中
學
と
孵
す
．
へ
し
と
の
建
白
書
を
出
し
た
の
で
あ
る
が
、
時
未
だ
到
ら
ず
し
て
、
當
局
の

■
、
、
ｐ
Ｄ
Ｄ
Ｕ
、

容
る
鴬
所
と
な
ら
す
、
十
八
年
遂
に
職
を
瀞
し
た
の
で
←
の
る
。
而
し
て
杉
浦
豫
備
門
長
の
定
め
た
所
の
豫
備
門
生
徒
心
得
七
ケ
催
を

案
ず
る
に
、

第
一
匂

第
二
一

第
三
』

第
四
権

第
五
罐

第
六
鍔

第
七
膿

中
學
校

明
／
治
七
年

三
二
校

教
員
一
七
○
人

生
徒
三
、
一
五
一
一
一
人
（
女
ヲ
含
ム
）

府
縣
立
四
八
校

五
八
八
人

九
、
四
○
八
人

卒
業
生
五
心
証
Ｍ

教
員
四
一
人

生
徒

五
八
三
人

明
治
十
九
年
綱
村
竝
菰
鰄

一
五
人

三
○
九
人

備
考
學
制
五
十
年
史
に
採
れ
ば
、
五
十
八
校
、
教
員
七
百
三
十
一
人
、
生
徒
は
右
と
同
数
と
な
っ
て
ゐ
る
。

明
治
六
年
紬
竝

明
治
十
九
年
紬
蚊

専
門
學
校

明
治
六
年

三
枝
散
員
（
未
詳
）

生
徒

五
四
七
人

明
治
十
九
年
縮
公
竝
剛
訊
搬
救
員
瑠
栓
』
Ｍ
｛
触
剛
Ｍ
一
Ｍ
Ｍ
｝
生
徒
、
池
畑
訓
幻
Ｍ
｛
納
泗
い
〃
肱
｛
女
）
卒
業
生
弧
弐
ト
川

第
一
章
九
州
に
於
け
る
最
高
學
府
第
五
高
等
中
學
校
の
創
立

智
穗
ヲ
埣
勵
シ
立
身
報
國
ノ
鋒
ヲ
建
ツ
ヘ
キ
事

衣
食
起
居
ヲ
愼
ミ
身
艦
ノ
健
全
ヲ
計
ル
ヘ
キ
事

信
義
ヲ
重
ン
シ
志
操
ヲ
固
ク
シ
言
行
一
致
ヲ
期
ス
ヘ
キ
事

修
學
ノ
序
ヲ
履
ミ
切
間
近
思
ヲ
務
ム
ヘ
キ
事

校
則
ヲ
遵
守
シ
師
長
一
一
恭
順
ス
ヘ
キ
事

校
舎
ノ
整
備
ヲ
旨
ト
シ
粗
暴
ノ
暴
動
有
間
数
事

校
外
一
一
在
ル
時
ト
雄
モ
生
徒
グ
ル
譜
面
ヲ
活
ス
所
爲
有
間
敷
事

小
學
校

七
、
九
九
五
校

四
、
五
六
三
校

二
七
０
九
八
八
校

五
六
八
校

；教
員
二
五
、
五
三
一
人

生
徒
鯛

教
員
七
九
、
六
七
六
人

生
徒
鰯

九
○
七
ｂ
一
六
○
人

二
六
七
℃
一
四
二
人

「
九
八
八
ｂ
一
九
九
人

八
一
四
、
四
四
○
人

一

一

七



１
１
－
，
，

Ｌ
Ｆ

ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ

九
州
沖
純

各
縣
尋
中

常
學
校

べに文須

し感部ら
：M大く
す臣森

右
表
に
就
い
て
老
へ
る
と
、
勅
令
公
布
の
年
に
於
け
る
全
國
中
學
校
五
十
六
校
一
萬
一
一
百
九
十
人
の
中
、
九
州
沖
繩
八
縣
の
そ
れ

は
、
七
校
一
一
千
一
一
百
八
人
、
卒
業
生
の
数
五
百
十
七
人
中
、
百
六
十
六
人
を
算
し
な
が
ら
、
本
校
創
立
印
下
に
於
け
る
入
學
試
駿
に

際
し
て
、
本
科
は
勿
論
の
こ
と
Ｐ
豫
科
一
。
｜
一
級
生
の
募
集
も
差
控
へ
た
は
、
以
て
當
時
の
第
五
地
方
の
教
育
程
度
が
察
せ
ら
れ
る

第
二
節
學
制
の
改
革
と
霧
女
笥
‐
ォ
臣
α
斜
総
（
Ｉ
調
守
偲
遡
男
ョ
立
收
梨
一
ゴ
ｑ
皇
ｉ
受
、

本
邦
教
育
制
度
史
に
於
け
る
一
大
謹
期
的
の
事
象
は
、
云
ふ
ま
で
も
な
く
明
治
十
九
年
の
改
革
で
あ
る
。
而
し
て
其
の
學
凹

革
な
る
も
の
は
、
職
と
し
て
文
部
大
臣
森
有
禮
一
十
の
經
論
仁
發
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
高
等
學
校
の
存
在
す
る
限
り
に
於
て
、

と
共
に
、
後
述
の
相
談
會
を
開
催
し
た
理
由
が
首
肯
せ
ら
れ
る
。

局
が
微
け
ら
れ
た
時
、
畢
校
判
事
仁
り
し
子
は
、
樅
判
事
加
藤
弘
之
氏
等
と
、
取
調
掛
を
命
ぜ
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
明
治
一
一
一
年
一
一
月

に
偉
大
學
規
則
や
中
小
學
規
則
か
制
定
せ
ら
れ
た
く
ら
ゐ
で
あ
る
。
然
る
に
明
治
十
五
年
、
駐
英
公
使
た
り
し
頃
、
憲
法
制
度
取

二
九

第
一
掌
九
州
に
於
け
る
最
高
學
府
隼
五
高
等
中
學
校
の
創
立

合沖

鹿
兒
島

大
分

佐
賀

熊
本

幅
岡
三 第
一
章
九
州
に
於
け
る
最
高
學
府
第
五
高
等
中
學
校
の
創
立

九
州
沖
繩
各
縣
尋
常
中
學
校
（
明
治
十
九
年
）

學
校
製

教
員
数

生
徒
数

長
崎
一
（
罎
轆
鱸
翠
唾
）
’
三

一
九
一

計繩

九一 （
鹿
兒
島
縣

尋
常
中
學

造
士
館

）
（
榊
鑿
齢
）

／￣、／￣、／￣、－－～一

濟熊中佐中大j校同中同中而

鐡鳶學:學驚修灘卓１１１
私尋尋蕊學襲：
違趨轡館學校常校衞

￣￣グーへ

同中j而橿ｉ大長
蝿岡村崎
津學縣中縣
尋尋學私
常校常校立

､－－

三七

五
○

｜
｛
ハ Ｌ

Ｄ
７

ｌ
－
ハ

一
一
’學
制
の
改
革
と
森
文
部
大
臣
の
經
論
（
附
森
子
憾
遙
祭
式
並
に
森
子
の
寄
附
含

鑑
期
的
の
事
象
峰
云
ふ
ま
で
も
な
く
明
治
十
九
年
の
改
革
で
あ
る
。
而
し
て
其
の
學
制
の
改

臣
森
有
禮
一
十
の
經
論
仁
發
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
高
等
學
校
の
存
在
す
る
限
り
に
於
て
森
子

ｌ
Ｉ
－
一
一
計
ン
亡
よ
、
茗
二
恩
烹
と
謹
酎
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
即
ち

一
○
二

二
町
二
○
八

￣

四
○
六

一
七
九

八
九
八九

九

に
對
し
て
は
、
常
に
思
慕
と
感
謝
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
即
ち

前
年
の
十
二
月
一
一
十
二
日
、
大
政
官
麿
止
と
共
に
、
新
に
内
閣
及
び

森
各
省
か
設
置
せ
ら
れ
第
一
次
伊
藤
内
閣
の
出
現
と
共
に
、
第
一
代

文
の
文
部
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
仁
の
が
森
有
禮
子
で
あ
る
。
森
有
禮
子
と

靜云へは、人☆は必ずや麿刀論や男女同椛論の提唱、商業學
臣
校
の
猫
力
創
立
、
西
村
茂
樹
・
津
田
眞
道
。
中
村
正
直
。
西
風
。
加

藤
弘
之
・
輻
澤
諭
吉
・
奨
作
秋
坪
・
杉
享
二
等
數
氏
と
の
明
六
雑
誌

・
發
行
等
を
想
ひ
起
す
ほ
ど
、
猶
創
的
に
し
て
革
新
的
な
人
で
あ
っ

た
。
是
よ
り
先
、
明
治
二
年
五
月
十
八
日
を
以
て
新
に
制
度
取
調
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